
鳥栖市建設工事等入札心得（電子入札用） 

                              （令和７年１０月３日施行） 

 

 鳥栖市が発注する建設工事及びこれに関連する業務の契約に係る一般競争入札及び指名

競争入札（以下「競争入札」という。）を行う場合における入札その他の取扱いについて

は、鳥栖市契約事務規則（昭和３９年規則第２１号）その他の法令に定めるもののほか、

この心得の定めるところによるものとします。なお、以下において「入札書」とあるのは

「電子入札書」と読み替えるものとします。 

 

（入札方法等） 

１ 入札の取扱いは、次のとおりとします。 

 ⑴ 競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、仕様書、図面、

契約書の案及び現場等（以下「仕様書等」という。）を熟覧の上、入札しなければなり

ません。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員に説明を求

めることができます。 

 ⑵ 入札書は、電子入札システムにより、公告又は指名通知書に示した時刻までに提出し

なければなりません。 

 ⑶ 電子入札の場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書（ＩＣカード）を

使用しなければなりません。 

 ⑷ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることは

できません。 

 ⑸ 入札参加者は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項

の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後２年間入札代理人とするこ

とはできません。 

 ⑹ 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできませ

ん。 

 ⑺ 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載して

ください。 

 

（入札保証金） 

２ 入札保証金（入札保証金に代わる担保を含む。以下同じ。）の取扱いは次のとおりとし

ます。 

 ⑴ 入札に参加しようとする者は、その見積もった契約金額の１００分の５以上を入札保

証金として納めなければなりません。ただし、入札保証金の全額を免除又は一部を減額

された場合は、この限りではありません。 

 ⑵ 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、落札者に対して

は、契約が確定した後に還付します。ただし、落札者の納付に係る入札保証金について

は、契約保証金の全部又は一部に充当することができます。  

 ⑶ 入札保証金を納付した場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者

の納付に係る入札保証金は、市に帰属します。 

 ⑷ 入札保証金の全額を免除又は一部を減額された場合において、落札者が契約を締結し

ないときは、当該金額に相当する額を納めなければなりません。 

 



（工事費内訳書及び技術者配置予定事前届出書） 

３ 建設工事に係る競争入札の入札参加者は、次に掲げる書類を提出しなければなりませ

ん。 

 ⑴ 工事費内訳書 

ア 入札参加者は、１回目の入札金額の根拠となる工事費内訳書を作成し、入札書と

併せて電子入札システムにより提出しなければなりません。 

イ 工事費内訳書には、工事名及び入札参加者の住所・氏名を記載してください。 

ウ 工事費内訳書の内容は、工事区分及び各工種に相当する項目ごとの数量、金額等

を表示したものとします。 

エ 工事費内訳書について疑義があるときは、入札参加者に説明を求め、その結果、

根拠ある説明が得られない場合は、当該工事費内訳書を提出した入札参加者の入札

を無効とすることがあります。 

 

 ⑵ 技術者配置予定事前届出書（別紙様式２） 

ア 入札参加者は、予定価格が4,500万円以上（建築一式工事にあっては9,000万円以

上）の場合は、入札書の提出締切日時までに、技術者配置予定事前届出書を工事費

内訳書と同時に提出しなければなりません。 

イ 技術者配置予定事前届出書に記載された主任技術者又は監理技術者については、

原則として、落札者決定後契約を締結する場合において変更することはできませ

ん。 

ウ 技術者配置予定事前届出書に記載された主任技術者又は監理技術者については、

入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要であり、専任

の主任技術者又は監理技術者を必要とする工事については、入札の申込のあった日

（指名競争に付す場合にあっては入札日）以前に３か月以上の雇用関係にあること

が必要です。 

エ 同一の主任技術者又は監理技術者について、複数の入札の配置予定技術者として

申請することができますが、他の工事を落札したこと等により配置予定技術者を配

置することができなくなった場合は、当該入札の参加資格を喪失するため、その旨

を入札を執行する者に申し出てください。入札執行の完了に至るまでに申し出がな

い場合、入札参加資格を停止することがあります。 

 

（入札の辞退） 

４ 入札辞退の取扱いは、次のとおりとします。 

 ⑴ 指名を受けた者は、入札書の提出前までは、いつでも入札を辞退することができま

す。 

 ⑵ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、電子入札システムを利用し辞退届を提出

するものとします。 

 ⑶ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受け

ることはありません。 

 

（公正な入札の確保） 

５ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号）等に関する行為を行ってはなりません。 

 



（入札の取りやめ等） 

６ 入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとします。 

 ⑴ 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行す

ることができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札

の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。 

 ⑵ 天災地変その他のやむを得ない事由により入札を執行することができないと認められ

るときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。 

 

（無効の入札） 

７ 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

 ⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの 

 ⑵ 入札書が所定の日時までに到着しないもの 

⑶ 入札保証金が所定の額に達しないもの 

⑷ 一の入札に同一の入札者から２通以上の入札書が出されたもの 

⑸ 入札者の記名がないもの 

⑹ 金額その他主要事項の記載が不明確なもの 

 ⑺ 入札者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められ

るもの 

 ⑻ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたもの 

 ⑼ 入札書の金額にアラビア数字を用いていないもの 

 ⑽ 入札書の金額を訂正したもの 

 ⑾ 工事（業務）費内訳書の金額と入札書の金額が一致しないもの 

⑿ 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条（錯誤）により取り消すことが認められる

もの 

 ⒀ 予定価格を公表している入札で、入札書の金額が予定価格を超えるもの 

 ⒁ 最低制限価格を公表している入札で、入札書の金額が最低制限価格に満たないもの 

 ⒂ 上記に掲げるもののほか、入札の条件に違反したもの 

 

（落札者の決定） 

８ 落札者の決定は次のとおりとします。 

 ⑴ 最低制限価格を設けない入札にあっては、入札を行った者のうち、予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。 

 ⑵ 最低制限価格を設けた入札にあっては、最低制限価格未満の入札をした者は落札者と

なることは出来ません。よって、予定価格以下、最低制限価格以上の範囲内で最低の価

格をもって入札した者を落札者とします。 

 

（再度の入札） 

９ 再度の入札については、次のとおりとします。 

 ⑴ 開札をした場合において、８の規定による落札者がない場合は、再度の入札（以下

「再入札」という。）を行います。 

 ⑵ 無効入札をした者は、再入札に参加することはできません。 

 ⑶ 最低制限価格を設けた入札においては、最低制限価格に満たない入札をした者であっ

ても再入札に参加できます。 

 ⑷ 再入札の執行回数は、２回（１回目の入札を含め３回）を限度とします。 



 ⑸ 予定価格を公表している入札にあっては再入札を行いません。 

 

（再入札後の随意契約） 

10 入札を行っても落札者がいない場合の取扱いは、次のとおりとします。 

 ⑴ ２回の再入札においても落札者がない場合は、２回目の再入札をした者のうち、最低

の価格で入札をした者と直ちに随意契約の協議及び見積り合わせを行い、予定価格以内

の見積り価格を得られた場合、その者と契約の締結をすることができます。見積り合わ

せの回数は、原則として２回を限度とします。 

 ⑵ 随意契約の協議及び見積り合わせが不調の場合は、新たな入札参加者を指名し入札を

やり直します。 

 

（同価格の入札をした者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

11 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに電子入札システムの

抽選機能によるくじ引き処理を実施して落札者を定めるものとします。 

 

（契約の保証） 

12 契約保証金（契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。）の取り扱いは次のとおりと

します。 

 ⑴ 入札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付し

なければなりません。ただし、契約保証金の全額を免除されたとき、又は一部を減額さ

れた場合はこの限りではありません。 

 ⑵ 契約保証金の全額を免除されたとき又は一部を減額された場合において、契約者が契

約を解除されたとき等は、当該金額に相当する額を納めなければなりません。 

 

（契約書の提出期限） 

13 契約書の提出期限は、次のとおりとします。 

 ⑴ 落札者は、落札決定の日から原則として５日（市の休日を含まない。）以内、簡易な

ものにあっては落札の翌日（市の休日を含まない。）までに契約書を提出しなければな

りません。ただし、止むを得ない事由がある場合は発注者の書面による承諾を得て、こ

の期間を延長することができます。 

 ⑵ 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札者としての権利を

失うことがあります。 

 

（異議の申立） 

14 入札をした者は、入札後、この心得及び仕様書等についての不明を理由として異議を申

し立てることはできません。 

 

  



様式第 2 号 

 

技術者配置予定事前届出書 
 

鳥 栖 市 長 様 

工 事 名  

種 別  

□ 主任技術者 

 

□ 専任主任技術者 

 

□ 監理技術者 

氏 名  

〈会社採用日   年  月  日〉 

（     年  月  日生） 

 

資 格 
〔資格者証番号        〕 

 

上記のとおり技術者を定める予定です。なお、次のことを承諾します。 

 

① 他の入札案件と重複して技術者を登録している場合で、他の工事を落札した 

こと等により、上記の配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、 

その旨を入札を執行する者に速やかに申し出ること。 

こと等により 

② 入札執行の完了に至るまでに申し出をしない場合、入札参加資格を停止する 

ことがあり得ること。 

 

年  月  日 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名 

注１）主任技術者、専任主任技術者、監理技術者は、いずれか１つを記載する。 

注２）建設業法第２６条第３項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の配置を希望する場合（専任 

特例２号）は、それぞれの現場に専任の監理技術者補佐を配置すること。 

注３）請負代金の額が４、５００万円以上（建築一式工事の場合にあっては９，０００万円以上）の工事に 

ついては、専任の主任技術者を置かなければならない（建設業法施行令第２７条）。 

 注４）監理技術者資格者証を有している技術者については、資格者証番号（工事実績情報サービス「ＣＯＲＩ

ＮＳ」工事カルテに入力した番号）を記載する。 


